
全国健康保険協会運営委員会 (第 26回 )議事次第

平成 22年 12月 24日 (金 )15:00～

アル カデ ィア市 ヶ谷 会議室
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資料 5 高齢者医療制度改革会議最終とりまとめ

参考資料2 4団体共同アピール

資料6 中央社会保険医療協議会等について
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１

国及び関係方面への要望の動向

<政府へ の 要 望 >

11月 19日 細川律夫厚生労働大臣

(大 臣は国会対応のため藤村修厚生労働副大臣が代理)

※ 理事長から要望

12月 7日 細川律夫厚生労働大臣

※ 理事長、五嶋委員、山下委員から要望

※ 日本商工会議所、中小企業団体中央会、全国商工会連合会からも

要望

<与党へ の要 望 >

※ 全て理事長から要望

12月 1日 枝野幸男民主党陳情要請対応本部長

(山根隆治本部長代理が代表してご対応 )

9日 長浜博行参議院厚生労働委員会理事

11日 足立信也参議院厚生労働委員会理事

16日 石毛鎮子衆議院厚生労働委員会理事

11月 か ら、各支部から民主党都道府県総支部連合会及び地元

選出民主党国会議員に対 して同様の要望。
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協発 第 101207-01号

平 成 22年 12月 7日

厚 生 労 働 大 臣

細 川  律 夫 殿

全 国 健 康 保 険

理 事 長  小 林

保険財政 に対す る国庫補助 に関す る要望 について

日頃よ り当協会 の制度運営 に当た り、 ご高配 を賜 り厚 く御礼 申 し上げ ます。

また、当協会の保険料率 の引上げ幅 を抑 えるための特例措置 を講 じて頂 いて

お り、重ねて御礼 申し上げ ます。

本年度 の当協会 の保険料率 については、本年 4月 納付分よ りかつてない大幅

な引上げ (全 国平均8.20%→ 9.34%)を 実施 いた しま した。しか しなが ら、厳

しい経済状況が続 く中、現状 のままでは平成 23年 度 において も 2年連続 しての

保険料率の引上げが不可避で あ り、23年度 の保険料率は9.5%台 という極めて

高 い水準 にな る見通 しです。

当協会 において も、レセプ ト点検や ジェネ リック医薬品の使用促進な どの医

療費の適正化や「事務経費削減計画」に基 づ く経費の節減等 を強 力 に推進 して

いる ところですが、2年 連続 となる保険料率 の引上げ については、現下 の中小

企業 の経営環境や家計の状況、さらに運営委員会や全国の支部評議会での意見

を踏 まえる と大変 困難な ことと考 えてお ります。

また、今般 の保険料率の引上げ によって、同 じ被用者保険である健康保険組

合 の保険料率 (22年 度予算早期集計平均 7.62%)と の格差は一層拡大 してお り、

国民皆保険の下で の負担 の公平 を図る観点か らは これ を是正 して い く必要が

ある と考 えて います。

これ らの状況 を踏 まえます と、国の財政状況 も大変厳 しい状況 にあるとは承

知 してお りますが、来年度の予算編成 にお いて国庫補助率本則上限の20%に 向

けた一層の財政支援な どの対策 を是非 ともご検討 いただきます よ う重ねてお

願 い 申し上げ ます。

△
ム
　
Ⅷ躙

協
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協発第 10120101号

平 成 22年 12月 1日

民主党 陳情要請対応本部

本 部 長  枝 野 幸 男 殿

全 国 健 康 保 険 協

理 事 長  小 林

保険財政 に対す る国庫補助等 に関す る要望について

日頃よ り当協会 の制度運営 に当た り、ご高配 を賜 り厚 く御礼 申し上げ ます。

また、当協会 の保険料率 の引上げ幅 を抑 えるための特例措置 を講 じて頂 いて

お り、重ねて御礼 申し上げ ます。

協会 けんぽは、健康保険組合 に加入 していな い、主 に中小企業 の被用者・家

族3500万 人の加入す る健康保険 を運営 してお ります。

本年度 の当協会 の保険料率 については、本年 4月 納付分よ りかつてな い大幅

な引上げ (全 国平均 8.20%→ 9.34%)を実施 いた しました。しか しなが ら、厳

しい経済状況が続 く中、現状のままでは平成 23年度 において も 2年連続 しての

保険料率 の引上げが不可避であ り、23年 度の保険料率は9.5%台 とい う極 めて

高い水準 になる見通 しです。

当協会 において も、レセプ ト点検や ジェネ リック医薬品の使用促進な どの医

療費 の適正化や経費の節減等 を強力に推進 して い るところですが、2年連続 と

なる保険料率 の引上げ については、現下 の中小企業の経営環境や家計 の状況 、

さ らに事業主代表や被保険者代表な どの意見 を踏 まえると大変困難な ことと

考えてお ります。

また、今般 の保険料率 の引上げ によって、同 じ被用者保険で ある健康保険組

合の保険料率 (22年度予算早期集計平均 7.62%)と の格差は一層拡大 してお り、

国民皆保険の下での負担 の公平 を図る観点か らは これを是正 して い く必要が

ある と考 えています。

これ らの状況 を踏 まえ、協会 けんぽ に対す る国庫補助率 について、現行 の

16.4%か ら法律上の上限である20%に 向けた財政支援な どの対策 を厚生労働

省に要望 しています。与党 におかれ ま して も、特段 のご理解 とご配慮 をよろ し

くお願 い申し上げ ます。

〈
ム
　
Ⅷ
躙
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平成 22年 12月 7日

中小企業向け健康保険制度に対する国庫補助の引上げについて (要望 )

本 商 工 会 議 所

会 頭 岡 村 正

全国中小企業団体中央会

会 長 鶴 田 欣 也

全 国 商 工 会 連 合 会

会 長 石 澤 義 文

一昨年に発足した全国健康保険協会は、中小企業向けの健康保険制度として、現在

3,500万 人の加入者を擁 し大きな役割を担っている。しか し、同協会の財政は、景

気低迷や医療費の増加等の影響を受け、今年の春に、保険料率が 8.2%か ら9.34%

に大幅に引上げられた (平均的な被保険者 (月 収28万円)の場合、月額の保険料は労使

合計で約3,200円 の増で約26,200円 )。

景気の現状は急激かつ大幅な悪化から持ち直しつつあるものの、中小企業を取 り巻く

状況は依然として厳 しく、先行きの不透明感も増 している。このため、平成 23年度に

おいても、今年の春に続き2年連続 しての保険料率引上げが不可避であり、9.5%台

という極めて高い水準になる見通 しになつている。このような保険料率の引上げが毎年

続けば、中小企業の経営や雇用の悪化等をもたらすことが懸念される。

全国健康保険協会の財政状況を一刻も早く改善 し、持続可能な中小企業向け健康保険

制度とするため、国庫補助率について、現行の 16.4%か ら健康保険法上の上限であ

る20%へ 引上げられたい。

-4-
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考資料 1

協発第 101208-01号

平成 22年 12月 8日

厚生労働省保険局長

外 国  崇 様

全 国 健 康 保 険 協 会

理 事 長  小 林  剛

来年度の保険料率について

来年度の都道府県単位保険料率 (以下 「保険料率」という。)について、本年 9月 以降

当協会運営委員会における審議を通じて検討してきたところですが、 9月 の標準報酬月

額の定時決定において 2年振 りに前月比で増加 したものの、保険財政の収支改善は見込

めず、国庫補助の増額がなければ、保険料率の引上げが不可避の見通 しであります。

運営委員会、支部評議会において、現下の中小企業の経営環境や家計の状況を踏まえ

ると、今年度の大幅な引上げに続 く2年連続の保険料率引上げは大変困難であると考え

てお ります。昨 日、厚生労働大臣に面会 して、協会けんぼ に対する国庫補助率について

法律本則上の上限である 20%に向けた財政支援などの対策を講じていただくよう要望 し

たところですが、引き続きご検討をお願い致します。

当協会としては、運営委員会でも一致 した方針として、23年 3月 に保険料率を改定す

る方針です。 3月 改定を前提 とすると、年内には国庫補助率の水準、準備金赤字の償還

方法、激変緩和措置に係る調整基礎率の水準が固まり、 1月 には評議会も含めた支部で

の検討を行い、 1月 末までには運営委員会の議を経て保険料率の改定を国に申請する必

要があると考えておりますので、宜 しくご理解の上所要の検討を進めていただきたく存

じます。

準備金赤字の償還方法及び激変緩和措置についての協会の考えは下記の通 りです。な

お、出産育児一時金の増額 (38→ 42万円)暫定措置 (協会けんぼに対する財政影響は 172

億円の見込み)について、23年度以降継続するのであれば、併せて現行の当該措置に係

る国庫補助も継続するよう強 く要望します。

記

1.今年度末に見込まれる準備金赤字の償還方法について

財政再建期間である 24年度までの 2年間、各々半分づつ償還することが適当と考え

ます。

2.激変緩和措置に係る来年度調整基礎率の抑制について

今年度の調整基礎率からの変動幅をできるだけ小さくすることが適当と考えます。



資米 2

協会けんぼの収支イメージ(医療分)

(注)1.従来の政府管掌健康保険の単年度収支と同様の手法で作成したもの。

2端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

3.23年度の収支差は、22年度末に見込まれる準備金残高の赤字の半分を返済するための所要額が計上されている。

21年度 22年度 23年度

備考

決 算
見直し

221122運営委員会)

見直し
221122運 営委員会)

(a)

政府予算案に

基づく見込み
(b)

(b)― (a)

収
　
　
入

保険料収入

国庫補助等

その他

59,555

9,678

501

67,220

10,545

298

67,706

11,123

199

67,723

11,196

200

７

　

　

３

　

　

１

１

　

　

７

左の23年度 (b)の 保険料収入を確保するため
の全国平均保険料率を機械的に試算 した場合
(4月 納付分か ら改定)950%

(参考 )

22年度全国平均保険料率 9.340/0

計 69,735 78,064 79,028 79,118 90

支

出

保険給付費

老人保健拠出金

前期高齢者納付金

後期高齢者支援金

退職者給付拠出金

病床転換支援金

その他

44,513

1

10,961

15,057

2,742

12

1,342

46,103

1

12,100

14,214

1,968

0

1.615

47,270

1

12,252

14,639

2,730

0

1,579

47,261

1

12,398

14,732

2,592

0

1,575

▲ 9

0

146

93

A 138

0

▲ 4

計 74,628 76,001 78,470 78,560 90

単年度収支差 ▲ 4,893 2,063 558 558 0

準備金残高 ▲ 3,179 ▲ 1,116 ▲ 558 ▲ 558 0
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(注)1.従来の政府管掌健康保険の単年度収支と同様の手法で作成したもの。

2端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

協会けんぼの収支イメージ (介護分 )

円 )

21年度 22年度 23年度

備考

決 算
見直し

レ21122運 営委員会)

見直し
(221122運 営委員会 )

(a)

政府予算案に

基づく見込み

(b)

(b)― (a)

収

　

入

保険料収入

国庫補助等

その他

4,856

1,182

1

6,053

1,223

0

6,201

1,235

0

１

　
　

　

４

　
　
　

０

８

　
　
　

１

０

　
　
　

２

６

　
　
　
１

▲ 120

▲ 21

0

左の23年度 (b)の 保険料収入を確保するための保険料率
を機械的に試算 した場合 (4月 納付分か ら改定)151%

(参考)介護保険料率の推移 (%)

年度

料 率 1.25

計 6,039 7,276 7,436 7,294 ▲ 142

支

　

出

介護納付金

その他

6,218

32

6,949

0

7,534

0

7,402

0

▲ 132

0

計 6,250 6,949 7,534 7,402 ▲ 132

単年度収支差 ▲ 211 327 ▲ 98 ▲ 108 ▲ 10

準備金残高 ▲ 203 124 26 16 ▲ lo
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3

保険料率の 3月 改定に向けた広報の方針について (案 )

変更後の都道府県単位保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分 (4月納付分)から、任意継続被保険者は4月分から

料率変更の認可 認可後 (料率の正式決定後 )

ホームページ

携帯サイ ト

メールマガジン

●料率引上げの見通 し ●料率変更について

関係団体・メディア

●料率引上げに向けて理解をいただ くための取組み

/ 事業主・事業主団体、健康保険委員の集まる機会を活用 したきめ細かな説明

/ 地域の関係団体や報道機関等への情報発信の協力依頼及び周知広報

加入者・事業主・

任意継続被保険者
へのお知らせ

り‐―フレット

●全事業所 (約 160万か所)及び全任意継続被保険者 (約 50

万人)に送付  〔加入者へは事業所を通 じて周知〕
●関係機関・関係団体等に送付
●都道府県支部の窓口等で配布

●者「道府県支部の窓口等に掲示、関係機関等に送付

(注)事業主等の利便を図るため、健康保険 。厚生年金保険の一体 となった保険料額表を作成する



4

協会けんぼ事業計画案

新 (平成
‐23年度 ) 現 (平成 22年度 )

I.事業運営の基本方針

○ 協会は、標準報酬の大幅な落ち込み等により、21年度末に準備金

残高が大幅な赤字となるなど、極めて厳 しい財政状況のもと、22年

度は保険料率を大幅に引上げざるを得なかつた。その後も、依然 と

して財政状況は厳 しく、また 24年庁までの財政再律期間において、

I.事業運営の基本方針

○ 協会は、標準報酬の大幅な落ち込み等により、21年度末に準備金

残高が大幅な赤字となるなど、極めて厳 しい財政状況にあり、保険

料率を大幅に引上げざるを得な墜。22年度から24年度までの 3年間

において、赤字を着実に解消 して財政再建を図り、中小企業等で働

く方々の健康と暮らしを守る被用者保険としての機能が果たせるよ

う、本部と支部が一体になって全力で事業運営に取組む。

家計や経営環境が厳 しい状況の中において、保険料率を大幅に引

上げざるを得ないことについて、加入者・事業主の方々の理解と納

得が得られるよう、周知広報に万全を期す。

中期的な財政見通 しを踏まえ、保険料負担をできるだけ軽減でき

るよう、医療費の適正化、業務改革、経費の節減等のための取組み

を強化する。また、国庫補助率の引上げを含めた抜本的な対策が講

じられるよう国及び関係方面に引き続き働きかけていく。

準備金残高の赤字を着実に解 ,肖 する必要があり、23年度の保険料率

を引上げざるを得ない。24年度までに財政再建を図り、中小企業等

で働 く方々の健康と暮らしを守る被用者保険としての機能が果たせ

るよう、本部と支部が一体になつて全力で事業運営に取組む。

家計や経営環境が厳 しい状況の中において、保険料率を引上げざ

るを得ないことについて、加入者・事業主の方々の理解と納得が得

られるよう、周知広報に万全を期す。

中期的な財政見通 しを踏まえ、保険料負担をできるだけ軽減でき

るよう、地域の実情に応 じた医療費の適正化の他、業務改革、経費

の節減等のための取組みを強化する。また、国庫補助率の引上げを

含めた抜本的な対策が講 じられるよう国及び関係方面に引き続き働

きかけていく。
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O また、加入者の疾病の予防や健康増進、医療の質の向上等のため、

21年度からおおむね 2～ 3年程度を集中的な保険者機能強化の取組期

間として位置づけてお り、「保険者機能強化アクションプラン」に

基づき、取組みを総合的に推進する。

○ あわせて、都道府県支部間の医療費の地域差の状況に鑑み、その

差の縮小に向け、医療費の低い支部等に関する情報の収集・分析や、

都道府県ヽ他保険者等との連携を深める。

○ また、協会の組織面においても、実績や能力本位など民間にふさ

わ しい人事制度や組織基盤を定着させていくとともに、協会のミッ

ションの徹底や、人材育成等を通 じて、職員の意識改革を進め、新

たな組織文化・風土を形成していく。

O 協会の運営については、情報発信を強化 し、スピー ド感をもつて

実行に移 していくとともに、指標 (数値)化を行い、定期的に公表

を行うものとし、運営委員会及び評議会を基軸として、加入者及び

事業主の意見に基づき、PDCAサ イクルを適切に機能させていく。

O また、保険料収納や保険証交付の前提となる被保険者資格の確認

などを担う日本年金機構との連携を深め、円滑な事業実施を図る。

○ また、加入者の疾病の予防や健康増進、医療の質の向上等のため、

21年度からおおむね 2～ 3年程度を集中的な保険者機能強化の取組期

間として位置づけており、22年度においても取組みを総合的に推進

する。

O こうした観点から、「保険者機能強化アクションプラン」を改定

し、調査研究の成果、パイ ロッ ト事業等 を踏 まえヽ実施 してい く
^

○ あわせて、都道府県支部間の医療費の地域差の状況に鑑み、その

差の縮小に向けて、医療費の低い支部等に関する情報を収集 し、他

の支部において参考にできるものは積極的に取入れることができる

よう、必要な支援を行っていく。

0 また、協会の組織面においても、実績や能力本位など民間にふさ

わ しい人事制度や組織基盤を定着させていくとともに、協会のミッ

ションの徹底や、人材育成等を通 じて、職員の意識改革を進め、新

たな組織文化・風土を形成 していく。

O 協会の運営については、情報発信を強化 し、スピー ド感をもって

実行に移 していくとともに、指標 (数値)化を行い、定期的に公表

を行うものとし、運営委員会及び評議会を基軸として、加入者及び

事業主の意見に基づき、PDCAサ イクルを適切に機能させていく。

O また、22年 1月 から日本年金機構が保険料収納や保険証交付の前

提となる被保険者資格の確認などを担うことを踏まえ、事業の実施
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に当たつて同機構との連携を深め、円滑な事業実施を図る。

Ⅱ.重点事項

1.保険運営の企画

(1)保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進

地域の医療費や健診データを分析するとともに、地域の実情を

踏まえ、加入者の疾病の予防や健康増進、医療の質の確保、医療

費適正化のため、以下のような取組みを総合的に推進 していく。

O医療に関する情報提供

O関係方面への積極的な発信

○保健事業の効果的な推進

Oジェネリック医薬品 (後発医薬品)の使用促進

○効果的なレセプト点検の推進

○傷病手当金、出産手当金、柔道整復施術療養費等健康保険給

付の審査強化 等

企画力を発揮 し、パイロット事業等の成果を全国的に普及する。

(2)地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策

レセプト点検、ジェネリック医薬品の使用促進、現金給付の審査

強化等の医療費適正化対策を、財政再酬         年

Ⅱ.重点事項

1.保険運営の企画

(1)保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進

地域の医療費や健診データを分析するとともに、地域の実情を

踏まえ、加入者の疾病の予防や健康増進、医療の質の確保、医療

費適正化のため、以下のような取組みを総合的に推進 していく。

○医療に関する情報提供

O関係方面への積極的な発信

○保健事業の効果的な推進

Oジェネリック医薬品 (後発医薬品)の使用促進

○効果的なレセプ ト点検の推進 等

医療費適正化に向け、パイロット事業等の成果を全国的に普及す

る。

度において、強力に実施する。

また、支部の実情に応 じ、医療費の適正化のための総合的な対策
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を都道府県や他の保険者と連携しつつ、立案 口実施していく。

(3)ジ ェネリック医薬品の更なる使用促進

22年度診療報酬改定によるジェネリック医薬品の選択をより容

易にする仕組み、ジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担

額の軽減効果等を通知するサービスの実施等による使用促進効果

を更に着実なものとするよう、地域の実情に応じてきめ細かな方

策を進める。

(4)国 、都道府県等関係方面への積極的な発信

保険者間の連携のもと、医療費や健診データの分析結果を活か

し、中央社会保険医療協議会をはじめ関係方面に対して、加入者・

事業主の立場に立った保険者としての意見を積極的に発信 してい

く。

(5)調査研究の推進等

これまでの調査研究の成果を踏まえ、次期の医療 口介護の報酬

改定に向けた調査研究を行う。調査研究に当たつては、医療の質

の向上、効率化の観点から、医療費等に関するデータベースを充

実するとともに、加入者や研究者に対 してレセプ ト情報等を提供

できるよう、先進的な取組み事例も踏まえ、検討する。また、医

療費分析マニュアル等を拡充し、支部等における活用を推進する。

(2)ジ ェネリック医薬品の更なる使用促進

227度診療報酬改定によるジェネリック医薬品の選択をより容

易にする仕組みの導入を踏まえつつ、加入者の視点から、ジェネ

リツク医薬品の使用を促進するための各般の方策を進める。また、

生活習慣病に重点を置き、ジェネリック医薬品に切り替えた場合

の自己負担額の削減効果等を通知するサービスの全国展開の定着

を図る。あわせて、ジェネリック医薬品の在庫の確保など、使用

促進のための環境整備を関係方面に働きかけていく。

(3)関係方面への積極的な発信

保険者間の連携のもと、医療費や健診データの分析結果を活か

し、中央社会保険医療協議会をはじめ関係方面に対して、加入者・

事業主の立場に立った保険者としての意見を積極的に発信 してい

く。

(4)調査研究の推進等

これまでの調査研究の成果を踏まえ、次期の医療 口介護の報酬

改定に向けた調査研究を行う。調査研究に当たつては、医療の質

の向上、効率化等の観点から、医療費等に関するデータベースの

充実を図るとともに、加入者に対して、レセプ ト情報等に関して

さらに詳細な情報が提供できるよう、先進的な取組み事例も踏ま

え、検討する。また、医療費分析マニュアル等を拡充し、支部等
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また、支部と本部が連携 した調査研究に着手する。

(6)加入者・事業主に響く広報の推進

加入者及び事業主に対する情報提供や広報については、ホーム

ページのほか、支部ごとに定期的なお知らせを実施するとともに、

メールマガジンや携帯サイ トを活用 し、加入者の視点から積極的

な情報提供を行う。また、都道府県、市町村、関係団体との連携

による広報、テレビロラジオ、新聞・雑誌などメディアヘの発信

力を強化する。

モニター制度や対話集会をはじめ加入者から直接意見を聞く取

組みを進め、これらの方々の意見を踏まえ、創意工夫を活か し、

わかりやすく、迅速に加入者・事業主に響 く広報を実施する。

救急医療をは じめ地域の医療資源が公共性を有するものであ

り、また、有限でもあることについて、医療の受け手であり支え

手でもある加入者の意識が高まるよう、地方公共団体等とともに

広報に努める。

(7)的確な財政運営

健康保険財政については、財政運営の状況を日次・月次で適切

に把握・検証するとともに、直近の経済情勢や医療費の動向を踏

まえ、財政運営を図る。各支部の自主性が発揮され、地域の医療

費の適正化のための取組などのインセンティブが適切に働 くよう

な都道府県単位の財政運営を行う。

における活用を推進する。

(5)加入者に響く広報の推進

加入者及び事業主に対する情報提供や広報については、ホニム

ページのほか、支部ごとに定期的なお知らせを実施するとともに、

携帯サイ トを活用 し、加入者の視点から積極的な情報提供を行う。

また、テレビ・ラジオ、新聞・雑誌などメディアヘの発信力を強

化する。   ・

モニター制度や対話集会をはじめ加入者から直接意見を聞く取

組みを進め、これらの方々の意見を踏まえ、創意工夫を活かし、

わかりやすく、迅速に加入者 口事業主に響く広報を実施する。

救急医療をはじめ地域の医療資源が公共性を有するものであ

り、また、有限でもあることについて、加入者の意識が高まるよ

う広報に努める。

(6)的確な財政運営

健康保険財政については、財政運営の状況を日次・月次で適切

に把握 口検証するとともに、直近の経済情勢や医療費の動向を踏

まえ、財政運営を図る。各支部の自主性が発揮され、地域の医療

費の適正化のための取組などのインセンティブが適切に働 くよう

な都道府県単位の財政運営を行う。
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2.健康保険給付等

(1)サービス向上のための取組

加入者等のご意見や苦情等を迅速に、また、正確に現場にフィ

ー ドバックし、サービスの改善に結びつける。さらに、お客様満

足度調査等を実施 し、加入者等の意見やニーズを適切に把握 しサ

ービスの改善や向上に努める。その際、各支部の創意工夫を活か

していく。                      ・

健康保険給付については、申請の受付けから給付金の振込みま

での期間をサービススタンダー ドとして定め、その状況を適切に

管理 し、着実に実施する。
・
教育研修の実施等を通 じて、加入者本位の理念について職員ヘ

の一層の徹底を図るとともに、お客様に対する接遇の向上を図る

など、お客様の満足度を高める。

年金事務所の協力・連携や公募により、健康保険委員 (健康保

険サポーター)の委嘱を進め、各支部の健康保険事業に関する広

報、相談、各種事業を推進 していく。

申請書等の様式や記載要領、バンフレット等については、加入

者等の立場からみてわかりやす く改善するとともに、手続きの簡

素化を進める。

各種広報や健康保険委員による相談対応、申請書類の配備場所

の拡大、わかりやすい記載要領の作成等を通 じて、郵送による申

2.健康保険給付等

(1)サービス向上のための取組

加入者等のご意見や苦情等を迅速に、また、正確に現場にフィ

ー ドバックし、サービスの改善に結びつける。さらに、お客様満

足度調査等を実施 し、加入者等の意見やニーズを適切に把握 しサ

ービスの改善や向上に努める。その際、各支部の創意工夫を活か

していく。

健康保険給付については、申請の受付けから給付金の振込みま

での期間をサービススタンダー ドとして定め、その状況を適切に

管理 し、着実に実施する。

教育研修の実施等を通 じて、加入者本位の理念について職員ヘ

の一層の徹底を図るとともに、お客様に対する接遇の向上を図る

など、お客様の満足度を高める。

年金事務所の協力・連携や公募により、健康保険委員 (健康保

険サポーター)の委嘱を進め、各支部の健康保険事業に関する広

報、相談、各種事業を推進 していく。

申請書等の様式や記載要領、バンフレット等については、加入

者等の立場からみてわか りやすく改善するとともに、手続きの簡

素化を進める。

各種広報や健康保険委員による相談対応、申請書類の配備場所

の拡大、わか りやすい記載要領の作成等を通 じて、郵送による申
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請や電子申請の促進のための環境整備を進める。

インターネットを活用 した医療費の情報提供サービスや、任意

継続被保険者保険料の口座振替の利用の促進を図る。

(2)高額療養費制度の周知

医療機関の協力を得つつ、限度額適用認定証を申請すれば高額

療養費が現物化されることなど高額療養費制度について周知を図

る。また、高額療養費の未申請者に対する支給申請手続きを簡素

化するサービスを更に推進する。

(3)窓 ロサービスの展開

各種申請等の受付や相談等の窓ロサービスについては、地域の

実情を踏まえ、創意工夫を活か して、年金事務所等への職員の巡

回や外部委託を適切に組み合わせ、効率的かつ効果的にサービス

を提供する。

また、届書の郵送化の進捗状況や窓回の利用状況を踏まえ、支

部窓回のサービスの充実を図りつつ、年金事務所等の窓回のあり

方を検討する。

(4)被扶養者資格の再確認              ´

被扶養者資格の再確認について、被扶養者に該当しなくなつた

者による無資格受診の防止や、加入者数に応 じて負担することと

なつている高齢者医療費に係る拠出金等を適正なものとするた

め、日本年金機構との連携の下、事業主の協力を得つつ、的確に

請や電子申請の促進のための環境整備を進める。

インターネッ トを活用 した医療費の情報提供サービスや、任意

継続被保険者保険料の回座振替の利用の促進を図る。

(2)窓 ロサービスの展開

各種申請等の受付や相談等の窓ロサービスについては、地域の

実情を踏まえ、創意工夫を活かして、年金事務所等への職員の巡

回や外部委託を適切に組み合わせ、効率的かつ効果的にサービス

を提供する。

また、届書の郵送化の進捗状況や窓回の利用状況を踏まえ、支

部窓口のサービスの充実を図りつつ、年金事務所等の窓口のあり

方を検討する。

(3)被扶養者資格の再確認   ´

被扶養者資格の再確認について、被扶養者に該当しなくなつた

者による無資格受診の防止や、加入者数に応 じて負担することと

なつている高齢者医療費に係る拠出金等を適正なものとするた

め、日本年金機構との連携の下、的確に行つていく。
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行つていく。

(5)傷病手当金、出産手当金、柔道整復施術療養費等に係る適正な

給付業務の推進

傷病手当金、出産手当金、柔道整復施術療養費等に係る不適切

な申請事例へ厳格に対処するため、本部、支部に設置 している「保

険給付適正化プロジェク トチーム」を活用し、効果的な審査・調

査手法を全国的に実施 していく。また、不適切な申請がなされな

いよう加入者及び事業主等への周知を図る。

(6)レセプ ト点検の効果的な推進

システムにより点検できるレセプ トの範囲や項目を大幅に拡充

し、点検業務を充実強化する。

また、各支部の点検効果向上に向けた改善、査定事例の共有化、

査定事例の集約、自動点検機能の効果的活用、研修の充実、点検員

の勤務成績に応 じた評価等により、点検技術の全国的な底上げを図

るとともに、点検効果額を更に引上げる。

(7)債権の発生抑制及び早期回収

債権の発生を抑制するため、加入資格を喪失 した方からの保険

証回収などを強化するとともに、発生 した債権の早期回収に努め

る。

(4)適正な給付業務の推進

パイロッ ト事業の成果を踏まえ、不適切な申請事例へ対処する

ため、効果的な審査・調査手法を全国的に実施 していく。

(5)レセプ ト点検の効果的な推進

23年 4月 からのレセプ トの電子化に向け、システムにより点検

できるレセプトの範囲や項目を大幅に拡充し、点検業務を充実強化

する。             ・

また、各支部の点検効果向上に向けた改善、査定事例の共有化、

研修の充実、点検員の勤務成績に応じた評価の導入等により、点検

技術の全国的な底上げを図るとともに、点検効果額を大幅に引上げ

る。
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3.保健事業

(1)保健事業の総合的かつ効果的な推進

加入者の疾病の予防や健康の増進を目指し、22年 9月 に協会内

でとりまとめた基本的方向性に沿つて、特定健康診査及び特定保

健指導を最大限に推進する。その際、支部ごとの「健康づくり推

進協議会」などにおいて、保健事業に関する全体像などを描く。

保健事業の効果的な推進を図るため、本部と支部の共同で実施

したパイロット事業の成果を広めていく。

(2)特定健康診査及び特定保健指導の推進

特定健康診査及び特定保健指導については、適切な広報等とと

もに、引き続き、加入者の家族の受診券を簡素な手続きにより交

付する、市町村が行うがん検診との連携を進める、特定保健指導

の外部委託を活用するなどして、健診受診率や保健指導の実施率

の向上を図る。

事業者健診については、事業所に対する意識啓発及び、特定健

康診査との共通検査デ=夕 を保険者として取得する方法を工夫す

るなどにより、その特定健康診査実施目標の到達に努めていく。

保健指導については、生活習慣病のリスクに応 じた行動変容の

状況や予防の効果を把握、評価、検証 し、より効果的な保健指導

に向けた取組みを進める。また、保健指導や生活習慣の改善が継

3.保健事業

(1)保健事業の総合的かつ効果的な推進

加入者の疾病の予防や健康の増進を目指し、健診及び保健指導

生虫整生L二=二の他の保健事業を適切に組み合わせ、保健事業

の総合的かつ効果的な推進を図る。その際、支部ごとの「健康づ

くり推進協議会」などにおいて、保健事業に関する全体像などを

描く。

保健事業の効果的な推進を図るため、本部と支部の共同で実施

したパイロット事業の成果を広めていく。

(2)特定健康診査及び特定保健指導の推進

特定健康診査及び特定保健指導については、適切な広報等とと

もに、加入者の家族の受診券の交付手続きを簡素化する取組みを

全国展開するなどして、加入者への定着を進めるなど、健診受診

率や保健指導の実施率の向上を図る。

事業主健診については、事業所に対する意識啓発及び、特定健

康診査との共通検査データを保険者として取得する方法を工夫す

るなどにより、その特定健康診査実施目標の到達に努めていく。

保健指導については、生活習慣病のリスクに応 じた行動変容の

状況や予防の効果を把握、評価、検証 し、より効果的な保健指導

に向けた取組みを進める。また、保健指導や生活習慣の改善が継
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続されるよう、事業の実施方法を工夫する。

(3)各種事業の展開

保険者協議会や地域・職域連携推進協議会等の場を通 じて自治

体や他の保険者と連携 し、特定健康診査や特定保健指導の推進を

図るとともに、健康づくりや生活習慣改善に関する教育や相談、

普及啓発など、地域の実情に応 じて、創意工夫を活かし、保健事

業を推進する。

国の施策との連携のもと、肝炎やエイズに対する正しい理解や

予防のための普及啓発を推進する。

4.組織運営及び業務改革

(1)組織や人事制度の適切な運営

◇ 組織運営体制の強化

本部と支部の適切な支援・協力関係、本部と支部を通 じた内部

統制 (ガバナンス)、 支部内の部門間連携を強化するとともに、

必要に応じて組織体制を見直 し、組織運営体制の強化を図る。

◇ 実績や能力本位の人事の推進

目標管理制度を活用 した人事評価制度を適切に実施するととも

に、必要に応 じて制度の見直 しを行い、実績や能力本位の人事を

推進する。

◇ 新たな組織風土・文化の定着

協会のミッションや目標の徹底、職場におけるコミュニケーシ

続されるよう、事業の実施方法を工夫する。

(3)各種事業の展開

保険者協議会や地域・職域連携推進協議会等の場を通 じて自治

体や他の保険者との連携を推進 し、健康づくりや生活習慣改善に

関する教育や相談、普及啓発など、地域の実情に応 じて、創意エ

夫を活かし、保健事業を推進する。

国の施策との連携のもと、肝炎やエイズに対する正 しい理解や

予防のための普及啓発を推進する。

4.組織運営及び業務改革

(1)組織や人事制度の適切な運営

◇ 組織運営体制の強化

本部と支部の適切な支援・協力関係、本部と支部を通 じた内部

統制 (ガバナンス)、 支部内の部門間連携を強化するとともに、

必要に応じて組織体制を見直し、組織運営体制の強化を図る。

◇ 実績や能力本位の人事の推進

目標管理制度を活用 した人事評価制度を適切に実施するととも

に、必要に応 じて制度の見直 しを行い、実績や能力本位の人事を

推進する。

◇ 新たな組織風土・文化の定着

協会のミッションや日標の徹底、職場におけるコミュニケーシ

-10-



ョンの強化、人材育成、働きがいを実感できる職場づくりを行う

とともに、仕事を通 じて職員の意識改革を更に進め、加入者本位

や、主体性と実行性の重視、自由闊達な気風と倉l意工夫に富んだ

組織風土・文化の定着を図る。

◇ コンプライアンス・個人情報保護等の徹底

法令等規律の遵守 (コ ンプライアンス)については、内部・外

部の通報制度を実施するとともに、研修等を通 じて、その連守を

徹底する。また、個人情報保護やセキュリティについては、各種

規程の順守やアクセス権限、パスワー ドの適切な管理等を常時点

検 し、徹底する。

◇ リスク管理

リスク管理については、適切な運営を脅かす様々なリスクの点

検や分析、リスク管理能力の向上のための研修の実施、平時から

の訓練やリスク管理委員会の開催など、リスク管理体制を整備す

る。

(2)人材育成の推進

新卒採用者の研修を始めとした若年層に対する研修体系を整備

し、協会の将来を担う人材育成を推進するとともにヽ昇格等に合

わせて行う各階層別研修について一層の充実を図る。

また、e―ラーニングの実施や通信教育講座の斡旋など多様な研

修機会の確保を図るとともに、引き続き、企画、サービス向上、

コンプライアンス・個人情報保護、レセプト点検、保健事業等の

ョンの強化、人材育成、働きがいを実感できる職場づくりを行う

とともに、仕事を通 じて職員の意識改革を更に進め、加入者本位

や、主体性と実行性の重視、自由闊達な気風と創意工夫に富んだ

組織風土・文化の定着を図る。

◇ コンプライアンス・個人情報保護等の徹底

法令等規律の遵守 (コ ンプライアンス)については:内部 日外

部の通報制度を実施するとともに、研修等を通 じて、その遵守を

徹底する。また、個人情報保護やセキュリティについては、各種

規程の順守やアクセス権限、パスワー ドの適切な管理等を常時点

検 し、徹底する。

◇ リスク管理

リスク管理については、適切な運営を脅かす様々なリスクの点

検や分析、リスク管理能力の向上のための研修の実施、平時から

の訓練やリスク管理委員会の開催など、リスク管理体制を整備す

る。

(2)人材育成の推進

職員として各階層に求められる能力や知識の習得に併せ、企画、

サービス向上、コンプライアンス・個人情報保護、レセプ ト点検、

保健事業等の重点的な分野を定め、研修等を通じて人材育成を推

進する。
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重点的な分野に関する研修等を実施する。

(3)業務改革の推進

よりよいサービスの標準化を目指 し地域の実情を踏まえて、複

数の支部単位で設置された業務改革会議等により、各支部の創意

工夫を提案・検討できる機会を作り具体的な改善を実現 していく。

入力業務等の定型的な業務や繁忙期の業務については、アウ ト

ソーシングを一層推進するとともに、業務及びそのプロセスや職

員の配置等の不断の点検等を通 じて、職員のコア業務や企画的業

務への重点化を進める。

(4)システムの刷新

現行システムについては、劣化に伴 うトラブルを回避する必要

があるとともに、大量データ処理に対応 しきれていないことから、

23年度においては、22年度における調査結果を受けて、新しい業

務プロセスを踏まえたシステムの機能を定め、24年度以降、段階

的にシステムを刷新 していく。

(5)経費の節減等の推進

事務経費削減計画を踏まえ、任継保険料の回座振替や年金事務所

(3)業務改革の推進

よりよいサービスの標準化を目指 し地域の実情を踏まえて、複

数の支部単位で設置された業務改革会議等により、各支部の創意

工夫を提案・検討できる機会を作 り具体的な改善を実現 していく。

入力業務等の定型的な業務や繁忙期の業務については、アウ ト

ソーシングを一層推進するとともに、業務プロセスや職員の配置

等の不断の点検等を通 じて、職員のコア業務や企画的業務への重

点化を進める。

ITガバナンスのもと、レセプ トの原則オンライン化などの医

療の IT化に適切に対応するとともに、業務処理の状況等を踏ま

えたシステムの改善を推進する。さらに効果的な IT活用の在 り

方を検討する。

(4)経費の節減等の推進

職員のコス ト意識を高め、競争入札や全国―括入札、適切な在
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の窓口職員の適正配置を進めるなど業務の実施方法の見直しを行 1  庫管理等により、経費の節減に努める。

うとともに、引き続き競争入札や全国―括入札、適切な在庫管理等 1   調達や執行については、調達審査委員会のもと、これらを適切

により、経費の節減に努める。 に管理するとともに、ホームページにより調達結果等を公表する

調達や執行については、調達審査委員会のもと、これらを適切 |  ことにより、透明性の確保に努める。

に管理するとともに、ホームページにより調達結果等を公表するこ1   本部及び支部に帰属する経費の明確化等により、支部別の財務

とにより、透明性の確保に努める。 状況の適時 口的確な把握に努める。
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【目標指標】

サービススタンダー ドの遵守

健康保 険給付 の受付 か ら振込 までの 日数の 目標 (10営 業

日)の 達成率
100%

健 康保 険給付 の受付か ら振込 までの 日数 10営 業 日 以 内

保険証の交付 資格情報 の取得 か ら保 険証送付 までの平均 日数 2日 以 内

お客様満足度

窓 ロサー ビス全体 と しての満 足度 22年 度 の 状 況 よ り改 善

職 員の応接態度 に対す る満足度 22年 度 の 状 況 よ り改 善

訪 問 目的の達成度 22年 度 の 状 況 よ り改 善

窓 口での待 ち時間の満足度 22年 度 の 状 況 よ り改 善

施設 の利用の満 足度 22年 度 の 状 況 よ り改 善

健診の実施 特定健康診査実施率
被 保 険 者 4叫  47.5%
被 扶 養 者 ユ叫  62.5%

事業者健診の取得 事 業者健 診 のデー タの取込率 20%(被 保 険 者 )

保健指導の実施 特定保健 指導実施率
被 保 険 者 3‐斗  41.2%
被 扶 養 者 3年伴  38.6%

健診 口保健指導の効果

メタボ リックシン ドローム該当者及び予備群の減少率 22年 度 の 状 況 よ り改 善

メタボ リックシン ドローム診断基準項目別該当者率
22年 度 の 状 況 よ り改 善

喜署署長幕■得 診果呂分■0芸善喜 生二翌慣 の改善状況 22年 度 の 状 況 よ り改 善

レセプ ト点検効果額

被保 険者 1人 当た り資格 点検 効果額 22年 度 を 上 回 る

被保 険者 1人 当た り内容 点検効果額 22年 度 を ■叫 井 喜 上 回 る

被保 険者 1人 当た り外傷 点検効果額 22年 度 を 各叫 井 喜 上 回 る

ジェネリック医薬品の使用促進 ジェネ リック医薬品使用割合
26%

協会の運営に関する各種指標 (23年度数値)について
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【検証指標】

各 種 サービスの利 用 状 況
インターネットによる医 療 費 通 知 の利 用 割 合

任 意 継 続 被 保 険 者 の 口 座 振 替 利 用 率

事 務 処 理 誤 りの防 止 「事 務 処 理 誤 り」発 生 件 数

お客 様 の苦 情・意 見 苦 情 口意 見 の受 付 件 数 とその 内 容

ホーム ペ ー ジの 利 用 ホームページ人 のアクセス件 数

申 請・届 出 の郵 送 化 申 請・届 出 の郵 送 化 率

業 務 の効 率 化 日経 費 の 削 減

健 康 保 険 給 付 担 当 職 員 の 1人 当 たり給 付 業 務 処 理 件 数

随 意 契 約 の割 合 (件 数 )、 内 訳

コピー用 紙 等 の消 耗 品 の使 用 状 況

(注)検証指標については、日標の設定が馴染まない又は具体的な数値目標の設定が困難であるが、運営状況を数値により検証、確認することが必要

と考えられる指標をまとめたものであり、運営状況を踏まえて、今後、適宜、追加
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Ⅲ.事業体系

事 項 内 容

保
険
運
営
の
企
画

運営委員会・評議会の運営 ○本部に運営委員会、各都道府県支部に評議会を設置 し、その運営を行う。

保険料率の設定 ○都道府県単位保険料率を設定する。

財政運営 ○健康保険の財政運営を行う。

運営の企画
○加入者の疾病の予防や健康増進、医療の質の確保、医療費適正化や業務改革、サービス向上等に関する

企画を行い、保険者機能の発揮により取組みの総合的な推進を図る。

調査分析・統計 ○医療費等に関する調査分析を行うとともに、統計を作成する。

広報・情報発信等 ○広報、関係方面への情報発信や情報提供を行う。

健
康
保
険
給
付
等

保険証の交付 ○保険証の交付や被扶養者資格の再確認等を行う。

保険給付

○健康保険の給付を行う。

・現物給付 (保険医療機関等に対しては社会保険診療報酬支払基金を通じて医療費を支払う。審査支払手

数料は 114円 20銭 (う ちオンライン請求促進分は呼 101・ 40円 ))
。現金給付 (傷病手当金、高額療養費、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、療養費等 )

レセプ トの点検
○レセプ トの資格点検・内容点検・外傷点検を行う。

・ レセプ ト件数 :373,459千 件 ※ 【23年度見込み】

債権の回収等 ○債権の発生を抑制するとともに、発生 した債権を保全 し、回収する。

任意継続被保険者業務 ○任意継続被保険者の資格の登録、保険料の収納等を行う。

窓ロサー ビス・相談 ○支部の窓口や職員の巡回、外部委託により各種申請等の受付や相談等の窓回サービスを行う。

情報提供 ○医療費通知やインターネットを活用した医療費に関する情報提供等を行う。
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保
健
事
業

健診

○被保険者 (35歳以上の者)については、健診機関と契約し、被保険者に対して生活習慣病予防健診を行

い、その費用の一部を負担する。

O被扶養者については、他の保険者と共同して地域の医師会等と契約するとともに、協会単独で健診機関

の中央団体と契約し、受診券を配布し、地域の特定健康診査機関で健診を受けられるようにし、その費

用の一部を負担する。 (健診費等の支払は、社会保険診療報酬支払基金を代行機関として利用)

040歳及び 50歳への付加健診、乳がん・子宮がん検査、肝炎ウィルス検査を実施する。

【目標】・特定健康診査実施率 :66.2%(被保険者 67.5%(事業者健診結果の取得 20%を含む)・ 被扶

養者 62.5%)

保健指導

○被保険者については、保健師が事業所を訪問し、健診結果に基づき保健指導 (情報提供、動機づけ支援、

積極的支援、その他支援)を実施する。

O被扶養者については、他の保険者と共同して地域の医師会等と契約するとともに、協会単独で特定保健

指導機関の中央団体と契約 し、利用券を配布 し、地域の特定保健指導機関で特定保健指導が受けられる

ようにし、その費用の一部を負担する。

【目標】・特定保健指導実施率 :40.5%(被保険者 41.2%、 被扶養者 38.6%)

健康づくり事業 ○健康増進や疾病予防のための運動プログラムの実施や教育、相談、普及啓発のための広報等を行う。

情報提供 O健康増進や疾病予防に関する情報提供を行う。

福
祉
事
業

高額療養費等の貸付
○高額療養費や出産費用の貸付けを行う。

口貸付予定額 :約

"27億
円

そ
の
他

健康保険委員の委嘱 等
○健康保険委員の委嘱を行う。

O保険料の納付に関する広報や勧奨を行う。
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